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                     平 成 ２３ 年 度 事 業 計 画 書 

 

    １．松尾芸能賞並びにその他の事業計画 

 

        本財団は、従来に引続き各種演劇演技、舞台音楽、舞台施設、劇作演出、伝 

   統芸能、民族芸能、歌謡芸能、大衆芸能等々芸能界各種部門において貴重な実 

   績を残し、或いは将来を期待される人々のうちから広く候補を求め、大賞、優 

   秀賞、特別賞、新人賞等の受賞者を選考し、これに対して賞金、記念品を添え 

   て表彰いたします。 

        また、海外との文化交流や、伝統芸能保存援助、研修助成等についても検討 

   を心掛けたい所存であります。 

 

     

  ２，松尾芸能賞各賞の選考及び運営 

   

   （１）選考委員会における受賞対象分野の確認並びに受賞候補者の検討 

     （２）第３３回贈呈式の日時、場所及び方法の決定 

   （３）平成２２年度の事業計画「第３２回松尾芸能賞」は、平成２３年３月１１日に 

      発生した東北関東大震災により、平成２３年度５月に延期をし実施 

 

 

    ３，研 修 助 成 

 

        本年度も引続き、「松尾塾子供歌舞伎」等に対して助成をし、伝統芸能、民 

   族芸能の保存、育成に貢献していきます。 

        「松尾塾子供歌舞伎公演」は、平成２３年８月国立小劇場で２回公演、９月 

   大阪・国立文楽劇場で２回公演の計４回を予定しています。 

    

 

    ４，海外との文化交流 

 

        今後共、時宜に応じて海外との文化交流に貢献したいと考えております。 
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    ５，本年度経費予算 

 

        以上本年度事業計画に要する経費の予算は次の通りであります。 

 

 

        （１） 事 業 費 

 

                  「松尾芸能賞贈呈式」「松尾塾子供歌舞伎」「松尾塾子供歌舞伎東京・ 

        大阪公演」を助成、海外文化交流、その他運営費 

 

 

        （２）  事 務 費 

 

                   諸連絡、打合せ、会議費用並びに 

                   各種庶務、用度費用 

 

 

 

        （３）  予 備 費 

 


